個人タクシー許可申請等の流れ

個人タクシーの許可申請及び譲渡譲受認可申請の業務予定は、下記表のとおりです。

	
	新規許可
	譲渡譲受（10月処分）
	譲渡譲受(２月処分)
	譲渡譲受(６月処分)

	４月
	
	前年２月から５月末まで、申請受付
	
	前年３月試験合格者の書類審査等

	５月
	
	
	
	

	６月
	
	↓
	６月１日から９月末まで、申請受付
	前年３月受験者の処分

	７月
	
	試験実施
	
	

	８月
	
	試験合格者の書類審査等
	
	

	９月
	申請の受付
	
	
	

	10月
	↓
	処分
	↓
	10月１日から１月末まで、申請受付

	11月
	試験実施
	
	試験実施
	

	12月
	試験合格者の書類審査等
	
	試験合格者の書類審査等
	

	１月
	
	
	
	

	２月
	処分
	２月１日から翌年５月末まで、翌年７月受験者の申請受付
	処分
	↓

	３月
	
	
	
	試験実施

（翌年６月処分）


毎年度、表のとおりのスケジュールを繰り返しております。

ご不明な点がございましたら、お電話でご確認下さい。

【近畿運輸局 自動車交通部 旅客第二課 監理第二係

（個人タクシー担当）０６（６９４９）６４４６】

